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阿佐ヶ谷駅北東地区における個人共同施行土地区画整理事業の実施に関する基本協定書 

 

 

 杉並区（以下「甲」という。）、欅興産株式会社（以下「乙」という。）及び社会医療法人

河北医療財団（以下「丙」という。）は、「阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針」（平成 29 年

７月杉並区）に基づき、阿佐ヶ谷駅北東地区の個人共同施行土地区画整理事業（以下「本

事業」という。）の実施に向けて、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、「阿佐ヶ谷駅北東地区におけるまちづくりの推進に関する協定書」

（平成29年６月22日。以下「まちづくり協定書」という。）第９条第２項に基づき、

甲、乙及び丙が共同して施行する、本事業の実施に関する基本的事項を定めることを目

的とする。 

 

 （本事業の範囲） 

第２条 本事業を実施する範囲は、別紙１を基本とする。 

 

 （相互協力） 

第３条 甲、乙及び丙は、杉並区が本事業と別途に実施を予定する道路事業（区画街路１

号線）と本事業の調整を共同施行者として行うものとする。 

２ 本事業の進捗に応じて必要となる手続きについて相互協力して行うものとし、必要に

応じて共同施行者間の合意事項に関する協定（施行協定等）を締結する。 

 

 （事業手法及び施行者） 

第４条 甲、乙及び丙は、土地区画整理法（昭和29年法律第119号。以下「法」とい

う。）第３条第１項の規定に基づき、共同して敷地整序型土地区画整理事業を施行す

る。その際、道路計画、施行区域、施行後の各用地の範囲とその権利関係等の土地利用

計画は、別紙1及び別紙２を基本とする。 

 

 （土地区画整理事業における費用負担等の基本的な考え方） 

第５条 本事業の施行に係る費用については、次のとおり定める。 

（１）甲、乙及び丙が使用する既存建物の解体等に伴う費用負担の基本的な考え方 

甲、乙及び丙が現に使用する建物の解体費、当該建物の敷地の整地費（新たな建物の

整備に伴うものを除く。）は、現に当該建物を使用する者がそれぞれ負担する。ただ

し、本事業の推進のために本協定の締結日以降に甲、乙及び丙のいずれかが建物等を取

得した場合は本条第２号の規定に準じて実施するものとする。 

（２）各費用の負担 

前号のほか、「現に共同施行者以外の第三者が所有し、使用収益する建物の解体費、
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当該建物の敷地の整地費、補償費」、「現に共同施行者以外の第三者が権利を有する宅地

に関し、当該宅地の権利者から事業推進の同意を取得する事務費」、「事業計画作成費、

調査設計費（測量、不動産鑑定評価、自然環境調査等）」、公共施設整備費、その他の事

業の施行に必要な費用については、法第96条第１項の規定に基づく保留地の設定及び処

分により充当するものとし、当該保留地の設定及び処分の詳細及び処分までの費用の分

担については、甲、乙及び丙が別途協議して定めるものとする。 

（３）歩道状空地、緑地等の整備費 

各街区の開発及び建築等に伴う歩道状空地、緑地等の整備費については、当該歩道状

空地、緑地等を含む宅地の開発及び建築等を行う者が負担する。 

（４）土壌汚染対策費用 

河北総合病院跡地の土壌汚染対策については、丙が、周辺の住環境や当該用地を新た

な小学校の用地に利用することに十分配慮し、土壌汚染対策法（平成14年法律第53

号）、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）

等の法令に基づき、土地利用の履歴等調査、汚染状況調査、汚染拡散防止措置（汚染物

質の掘削除去をいう。）等の費用を負担する。 

 （５）埋蔵文化財に関する費用 

甲、乙及び丙は本事業の施行地区内における建築について、文化財保護法（昭和25年

法律第214号）及び関係法令に基づく文化財確認のための調査が必要な場合には、自己

の責任と費用負担によって行うものとする。ただし、本事業で予定している道路整備に

おいては本事業において費用負担するものとする。 

（６）区画街路１号線の拡幅整備事業における費用負担等の基本的な考え方 

区画街路１号線の拡幅整備事業において、本事業の範囲内の道路拡幅用地は、公共減

歩により道路用地を確保するものとし、その用地は法第105条第３項の規定により道路

事業を実施する杉並区に帰属するものとする。 

 

（推進体制） 

第６条 本事業の推進体制は「まちづくり協定書」第８条の推進体制を継続するものとす

る。 

 

 （スケジュール等） 

第７条 本事業は、甲、乙及び丙の相互協力のもと、別紙３記載のスケジュールを目標と

して、検討及び実施されることを基本とし、本事業の推進に必要な手続きを行うものと

する。 

  

 （権利義務と承継） 

第８条 甲、乙及び丙は本協定を遵守しなければならない。また、正当な理由なくして一

方的に本協定を解除することはできない。 

２ 甲、乙及び丙は、第２条の範囲内の土地及び建物又は土地に付属する権利等を第三者

に譲渡しようとする場合は、法第11条の規定により譲渡を受ける者に承継しなければな

らない。 
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 （守秘義務） 

第９条 本事業の計画期間及び本事業の実施に伴って、知り得た事項について、関係者の

了解なしにこれを漏えいしてはならない。本条に違反して発生した損害は、その起因と

なったものが責任を負う。 

（有効期間） 

第10条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から本事業の終了の日までとする。 

（協議事項） 

第11条 本協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲、乙及び丙の間で 

協議して定めるものとする。 

 本協定の証として、本書３通を作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ記名押印の上、各々１

通を保有する。 

平成 30年（2018 年）11月9日 

甲 杉並区阿佐谷南 1-15-1

杉並区長  田中 良 

乙 杉並区阿佐谷北 1-6-5

欅興産株式会社 

代表取締役  相澤 弥一郎 

丙 杉並区阿佐谷北 1-7-3

社会医療法人河北医療財団 

理事長  河北 博文 
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ケヤキ屋敷解体

樹木移植

河北総合病院建設工事

新病院

開業

河北総合病院分院解体

河北総合病院本館解体

土壌汚染対策

整地工事

基本設計 実施設計

建設工事 杉一小開校

旧杉一小

解体・整地

換地計画

換地処分・登記

基本構想・基本設計 実施設計 詳細設計等

A街区施設建設工事

道路整備

道路整備

道路整備

工事設計

工事設計

終了

認可

樹木・自然環境等調査

関係機関協議

土壌汚染対策

整地工事等

埋蔵文化財等調査

関係機関協議

関係機関協議

土壌汚染対策

児童館解体
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